
952 34，董轡

80］．商事會肚及法人登記

　一A一

N　　次
鼈鼈鼈齊

　　別�

凡　　　　」」日
煤@　　）ム�

　　　　　　　　　一＿鼈黶@一　

@　　　資本増加　

@　　　　　　　　1�

資増加�

立後資本金

��

二回以降ド

赶
ﾀ
｜
�

併二因ル資

{ノ増加�

　　　　1債

ms1 x店設置　

@　　　1

9
4
21
6
4
819
11
8
20
4
8

歎　　自明治三十三年至同四十四年

4．董湾 53

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

蔦
口
廿
＋
㍍
福

三
三
三
三
三
一
一
一
四
四
四
四
四

同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同

肺
肺
肺
肚
人
人

菖
讐
法
法

式
鷺
團
團

合
株
株
外
肺
財

2
3
4
5
　
　
6
7

9
0
6
5
0
7
3
0
1
2
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
一
3
4

　
　

1
　
　
】
　
1
2

1
5‘

01

1

0

1
2
1
3
2
2
1
4
a
ウ
一

】

2

2
2
一
－

1

2
8
2

1

「　「
，

0
01

1［

0 0

．
【
イ
】

臼
3

1
6
一
－

治三十三年同三十四年二於テ登録税及手敷料チ記載セサルハ調査ナ．キ＝由’レ

年
吹
兀
召
號
�

33
S3
T3
U3

V3
W3
X4
O4
P4

Q4
R4
S　

@
1
2
3
4
5
6
7
�

税
　
料
D
…
轍
印
�

囎
聯
璽
灘
綱
璃
ω
♀
醐
�

謄
等
一
簿
　
本
記
　
　
抄
登
　
本
�

㌶
認
囎
誌
螺
鍋
　
摺
瑠
B
1
7
脚
　
　
　
　
1
1
2
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
2
�

合
�

謝
捌
摺
搬
灘
細
　
・
。
ぷ
ー
：
6
鍋
�

止
泊
一
　
一
廃
抹
｝
∵
禦
�

6
1
3
6
一
3
一
7
4
。
。
　
3
一
＝
一
＝
3
�

…
只
更
　
墾
記
登
�

飢
8
。
別
塁
麗
㌶
劉
　
認
竺
2
一
3
捌
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
1
�

更
�

　
ー
　
－
　
ー
　
1
　
　
1
　
　
ー
　
　
‘
ー
　
ー
1
1
＝
2
2
2
1
0
4
7
6
9
9
7
　
　
＝
7
＝
　
＝
7
�

川
算
清
ー
　
ー
�

　
　
　
l
　
　
　
i
　
l
＝
2
3
］
2
＝
1
1
三
　
　
＝
＝
一
＝
　
一
�

　
　
　
　
｜
＝
4
1
6
5
一
1
1
1
3
7
5
　
　
一
3
三
－
＝
5
�

解
�

　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
ー
　
ー
1
ー
ー
　
　
　
　
　
　
　
1
　
－
6
5
7
3
8
1
2
1
4
6
1
0
1
4
1
1
　
　
2
6
2
一
－
　
ニ
ー
－
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
年
ー
　
　
‘
1
　
　
ー
，
…
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
　
　
　
治
　
　
　
　
　
　
㊥
�

ハ
　
輔
叉
゜
移
店
　
　
ノ
本
　
’
店
�

l
　
　
l
ー
レ
ー
�

　
　
ー
1
－
　
t
　
　
、
　
　
ー
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
�

02．各種1登1記件数自明治三＋三年至同四＋四年
03．刑事第一審罪名別受理及虚理件数　自明治四＋二年至同四＋四年

ご
�

　
　
　
　
　
　
～
　
　
1

謄
簿
　
等
記
　
本
登
　
抄
�

㍑
H
ω
穎
霞
9
。
研
5
9
　
9
、
ぷ
励
　
　
　
　
9
〃
－
　
　
］
4
1
�

合
�

01
X3
T2
R1

R2
U2
O2
V3
T3

U3
U3
U　

R
1
3
2
3
6
�

二
・
＝
＝
一
＝
　
＝
二
　
　
　
　
　
　
　
）
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
年
－
ー
ー
－
ー
－
　
　
　
，
　
〉
ー
　
ー
　
　
ー
ー
1
ー
ー
＝
5
｝
＝
2
＝
－
＝
梱
＝
＝
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
　
　
　
　
治
　
　
　
　
　
　
　
明
�

　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
°
　
　
　
　
　
　
　
1
－
I
I
　
　
1
1
　
　
ー
　
　
ー
　
1
　
　
ー
ー
ー
ー
⑯
1
」
ト
　
　
，
　
　
－
　
一
3
2
・
り
4
5
2
1
2
6
5
1
0
　
　
＝
1
0
m
　
　
　
　
　
　
　
　
別
線
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
　
　
　
　
　
　
　
i
　
二
三
二
＝
＝
＝
　
一
＝
一
　
　
　
　
　
　
　
　
種
�

　
　
　
　
　
　
i
－
X
2
4
3
4
5
3
1
1
1
1
1
0
4
6
　
　
1
一
．
。
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
�

登
�

21
S器

@
　
　
　
　
　
　
　
，
�

別
　
【
年
一
種
�

　　N

ゾ・　　K

名
云

受 受 計 罪 罪
鵠轡鑓｝繊 訴不

理 計
酒

治四十二年…

　四十三年………・・

　四十四年・・…………・…

務ノ執行y妨害ス，レ罪…

走ノ罪…・・……………・…

火及ヒ失火ノ罪…・…

水及ヒ水利二關スル罪…
往來チ妨害ス’レ罪…………

居チ侵ス畢……・…・

料水二關スル罪一……
貨儒造ノ罪………………
書偲造ノ罪・…・……

30

73

00

⊥
一
ハ
0
マ
⊥

，9071　　4，0371

，　ngi　4，292

，884i　4，984

●
1
5
3
つ
0

　
　

δ

3

1
8
04

1
1
4
3

　
　

V

3

1
8
o8｝

、

，693

，013

，722

40　1

51

461

31

ゴ

71

　　（明治四十四年）

6i

l

6

‘

21

，

‘

16

∂
2

8

0
ワ
゜
’
0

7
0

　
1 3

，864　’　　　173

，192　　　　　100

，903　　　81

0
1
1
4
凸

1
　
　

V

1
1，
li
3

6

“

2


